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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成31年2月28日(2019.2.28)

【公表番号】特表2017-523959(P2017-523959A)
【公表日】平成29年8月24日(2017.8.24)
【年通号数】公開・登録公報2017-032
【出願番号】特願2016-575360(P2016-575360)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｋ  14/575    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/08     (2019.01)
   Ａ６１Ｋ  38/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  38/22     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   7/06     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/09     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｋ   14/575    ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｋ   38/08     　　　　
   Ａ６１Ｋ   38/10     　　　　
   Ａ６１Ｋ   38/22     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　
   Ａ６１Ｐ    3/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ    7/06     　　　　
   Ｃ１２Ｎ   15/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月15日(2019.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘプシジンアナログまたはその薬学的に許容される塩であって、前記ヘプシジンアナロ
グは、配列ＤＴＸ１ＦＰＣＸ２Ｘ３Ｆを含むペプチド単量体であって、Ｘ１はいずれかの
アミノ酸であり、Ｘ２はＣｙｓを除くいずれかのアミノ酸であり、Ｘ３はいずれかのアミ
ノ酸であるか、または非存在である、ペプチド単量体、あるいは、２個の前記ペプチド単
量体を含むペプチド二量体であり、前記ヘプシジンアナログは、Ｎ末端でコンジュゲート
されたイソ吉草酸およびＣ末端ＮＨ２を含む、ヘプシジンアナログまたはその薬学的に許
容される塩。
【請求項２】
　Ｘ１がＨｉｓであり、Ｘ２がＩｌｅである、請求項１に記載のヘプシジンアナログまた
はその薬学的に許容される塩。
【請求項３】
　前記ヘプシジンアナログが、以下：



(2) JP 2017-523959 A5 2019.2.28

【表１】

に示すアミノ酸配列または構造を含むペプチド単量体であり、前記ペプチド単量体が、任
意選択で前記ペプチド単量体の２個のＣｙｓ残基の間のジスルフィド結合を含む、請求項
１に記載のヘプシジンアナログまたはその薬学的に許容される塩。
【請求項４】
　前記ヘプシジンアナログが、ジエチレングリコールリンカー、イミノ二酢酸（ＩＤＡ）
リンカー、β－Ａｌａ－イミノ二酢酸（β－Ａｌａ－ＩＤＡ）リンカーまたはＰＥＧリン
カーから選択されるリンカー部分によって連結される２個のペプチド単量体を含むペプチ
ド二量体である、請求項１に記載のヘプシジンアナログまたはその薬学的に許容される塩
。
【請求項５】
　前記ヘプシジンアナログが、Ｌｙｓリンカーを介して連結される２個のペプチド単量体
を含むペプチド二量体である、請求項１に記載のヘプシジンアナログまたはその薬学的に
許容される塩。
【請求項６】
　前記ペプチド二量体が、以下：
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【表２】

に示す配列または構造を含む、請求項５に記載のヘプシジンアナログまたはその薬学的に
許容される塩。
【請求項７】
　前記ヘプシジンアナログが、以下：

【化１】

または
【化２】

に示す構造を有するペプチド二量体である、請求項１に記載のヘプシジンアナログまたは
その薬学的に許容される塩。
【請求項８】
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　請求項１～７のいずれか一項に記載のペプチド単量体をコードする配列を含むポリヌク
レオチド。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のヘプシジンアナログまたはその薬学的に許容され
る塩と、薬学的に許容される担体、賦形剤またはビヒクルとを含む医薬組成物。
【請求項１０】
　フェロポーチンに結合するかまたはフェロポーチンの内部移行および分解を誘導するた
めの、請求項１～７のいずれか一項に記載の少なくとも１つのヘプシジンアナログまたは
その薬学的に許容される塩を含む組成物、あるいは請求項９に記載の医薬組成物であって
、前記組成物が、前記フェロポーチンと接触させられることを特徴とする、組成物。
【請求項１１】
　対象における鉄代謝の疾患を処置するための、請求項１～７のいずれか一項に記載の少
なくとも１つのヘプシジンアナログまたはその薬学的に許容される塩を含む組成物、ある
いは請求項９に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記鉄代謝の疾患が、鉄過剰疾患である、請求項１１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記鉄過剰疾患が、遺伝性ヘモクロマトーシス、鉄ヘモクロマトーシス、ＨＦＥ突然変
異ヘモクロマトーシス、フェロポーチン突然変異ヘモクロマトーシス、トランスフェリン
受容体２突然変異ヘモクロマトーシス、ヘモジュベリン突然変異ヘモクロマトーシス、ヘ
プシジン突然変異ヘモクロマトーシス、若年性ヘモクロマトーシス、新生児ヘモクロマト
ーシス、ヘプシジン欠乏、輸血鉄過剰、サラセミア、中間型サラセミア、ベータサラセミ
ア、アルファサラセミア、またはエリスロポエチン抵抗性である、請求項１２に記載の組
成物。
【請求項１４】
　前記鉄過剰疾患が、サラセミア、任意選択で、中間型サラセミア、ベータサラセミア、
またはアルファサラセミアである、請求項１３に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記組成物が、経口、静脈内、腹腔、皮内、皮下、筋肉内、くも膜下腔内、吸入、気化
、噴霧、舌下、頬側、非経口的、直腸、腟または局所的経路の投与によって前記対象に与
えられることを特徴とする、請求項１０～１４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記医薬組成物が、非経口的経路の投与によって前記対象に与えられることを特徴とす
る、請求項１５に記載の組成物。
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